
自然科学研究機構分子科学研究所ＩＭＳフェロー取扱要領 

 

 

平成２０年９月１９日 

分子科学研究所長決定 

                           

 （趣旨） 

第１ この要領は，分子科学研究所（岡崎共通研究施設及び生命創成探究センターにあっ

ては，分子科学研究所が緊密な連携及び協力を行う研究施設を含む。以下「研究所」と

いう。）において，優れた研究能力を持つ若手研究者を一定期間にわたり，特定の研究

課題について研究を行う又は特定の研究プロジェクトに従事させるため雇用し，研究活

動を発展推進させようとするものである。 

 （名称） 

第２ 第１に定める特定の研究課題について研究を行う者又は研究プロジェクトに従事す

る者は，大学共同利用機関法人自然科学研究機構年俸制職員就業規則（以下「就業規則」

という。）第２条第１項に定める特任研究員とし，ＩＭＳフェローと称することができ

る。 

 （職務） 

第３ ＩＭＳフェローは，研究課題について研究を実施するため，又は研究プロジェクト

を推進するため，研究所長の命を受け，一定の職務を分担し研究に従事する。 

 （資格） 

第４ ＩＭＳフェローは，博士の学位を有する者又は博士の学位取得が確実な者とする。 

 （選考） 

第５ 採用の選考は，教授会議の議を経て，研究所長が行う。 

 （雇用期間） 

第６ 雇用は，１年以内とする。 

２ 雇用は、必要に応じ更新することができるものとし，雇用の通算期間は，原則とし

て２年とする。ただし，やむを得ない場合においては，審査の上延長を認め，３年を

限度とする。 

（勤務時間及び休暇） 

第７ ＩＭＳフェローの勤務時間及び休暇は，就業規則の定めるところによるものとする。 

 （雇用手続） 

第８ 雇用手続は，就業規則の定めるところによるものとする。 

 （給与） 

第９ 給与は，就業規則の定めるところによるものとする。 

 （その他） 

第10 この要領に定めるもののほか，必要な事項については，研究所長が別に定める。 

   附 則 

 この要領は，平成２０年９月１９日から実施する。 

附 則 

この要領は，平成２３年５月２３日から実施する。  

附 則 

この要領は，平成３０年４月１日から実施する。  

附 則 

この要領は，平成３１年４月１日から実施する。  


